
利益相反とは 

医学における利益相反（conflict of interest：COI）とは、科学的客観性の確保や患者な

いし被験者の利益を保護するという研究者や研究機関の責任に、不当な影響を与え、重大

なリスクを生じうるような利害の対立状況を指します。具体的には、企業等営利団体から

の資金提供によって実施された医学研究の結果の判断が、資金提供元にとって有利あるい

は不利になる可能性がある場合に、公正であるべき研究結果の判断に影響をもたらしかね

ないと第三者から見て懸念される状況を意味します。 

COI の開示基準 

(ア) 役員、顧問職、社員など：100 万円を越える 

(イ) エクイティ（株など）：利益 100 万円を超えるか、全株式の５％以上を所有する場合 

(ウ) 特許使用料：100 万円を超える 

(エ) 講演料、原稿料など：100 万円を超える 

(オ) 臨床研究（治験）：代表者としての参加 

(カ) 研究費（受託研究、共同研究、寄付金等）：200 万円を超える 

(キ) その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行、贈答品など）：1 つの企業・営利団体か

ら 5 万円以上 

 

対象となる期間は 3 年間（2022 年 6 月から 2025 年 5 月）です。 

 

上記の利益相反がない場合には報告の必要はありません。 

 

 

 

 

→次頁へ 

  



口述発表における利益相反（COI）の開示例 
 

[口述発表の場合]  

発表スライドの２枚目に以下のように開示してください。 

 

開示すべき利益相反（COI）がない場合 

第 29回福山医学祭 

利益相反（COI）の開示（利益相反なし） 

 

   演題発表に関連し、開示すべき利益相反 

(COI)関係にある企業・団体はありません 

 

 

筆頭代表者名：○○○○ 
 
 

開示すべき利益相反（COI）がある場合 

第 29回福山医学祭 

利益相反（COI）の開示（利益相反あり） 

    演題発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業･団体として、 

１．顧問：    ○○製薬 

２．株式保有・利益：  ○○製薬 

３．特許使用料：   ○○製薬 

４．講演料：         ○○製薬 

５．原稿料：         ○○製薬 

６．受託研究・共同研究費：    ○○製薬 

７．奨学寄付金：   ○○製薬 

８．寄付口座所属：  ○○製薬 

９．贈答品などの報酬：  ○○製薬 

            上記に相違ない事を報告します。 

                     筆頭発表者名：○○○○ 

 


